
利 用 者 、 ご 家 族 か ら の 苦 情

平 成 会 職 員 誰 で も

文書で報告 文書で報告 文書で報告 文書で報告 文書で報告 文書で報告 文書で報告

各 事 業 所 苦 情 受 付 担 当 者

①苦情の内容、利用者の意向等を確認する。
②苦情解決までの経緯を記録する。

苦 　 情 　 解 　 決 　 責 　 任 　 者
各 事 業 所 施 設 長

理 事 長

①各事業所で受け付けた苦情の対応状況確認、法人全体での改善事項の検討
　（苦情解決第三者委員会事前協議：副理事長、法人本部、施設長、課長、職種別部門長）
②各事業所で解決困難な苦情発生時の対応について協議
　（緊急会議：経営会議）

苦 　 情 　 解 　 決 　 第 　 三 　 者 　 委 　員　会
平 成 会 職 員 以 外 の メ ン バ ー
３ 名 を 理 事 会 で 選 出 す る

①苦情受付担当者から苦情内容の報告聴取
②苦情申し立て者と、事業所との話し合いに立会い助言。

苦 　 情 　 解 　 決 　 委 　 員 　 会
法人

各部署主任 各部署主任 各部署主任 各部署主任 各部署主任 各部署主任 各部署主任

苦情受付け　→　苦情解決　の流れ

苦情受付 ( 口頭や文書、ご意見箱にて受付可能 )

苦情対応

苦情報告

事　業　所　内　委　員　会

①協議内容を記録としてまとめる。
②解決、改善策を明確にし、全職員へ通知する。
③協議、決定した解決、改善策を苦情申し立て本人（家族）へ報 告 する。
④苦情受付・処理状況について法人内で情報共有する。
⑤第三者委員会へ報告する。


